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【研究論文】 
 

戸石四郎による公害教育論の特質 

――地域にねざす総合学習に焦点を合わせて―― 
 

祁 白麗 
 

 

１．はじめに 

1960 年代から蓄積されてきた公害教育の理論と実

践は、日本における環境教育の一つの起源として位置

づけられており、環境教育の研究を発展させる上で重

要な位置にある。公害教育の実践にいちはやく着目し、

その理論化に貢献した藤岡貞彦や中内敏夫の所論に依

拠して古里貴士は、「公害教育論とは、子どもの生存権

保障の立場に立ち、地域調査を中核とした『実生活と

科学の結合』を目指す教育実践を志向し、環境権認識

の形成を目指す教育理論といえる」と整理している1。

一方、公害教育の理論の背景には、公害教育の実践を

行ってきた教師たちもいる。例えば、水俣病の授業実

践で知られている田中裕一や、三島沼津のコンビナー

ト反対運動に貢献した高校生の調査を指導した西岡昭

夫、他の教師たちと一緒に公害を教えるプランを練り

上げた四日市の多田雄一などが挙げられる。古里の定

義のように、公害教育の理論は、彼らの実践の特徴を

最大公約数的に捉えている。ただ、一言で地域調査や

実生活と科学の結合と言っても、それを行う際にそれ

ぞれの実践家が重要視していることや教育実践が展開

される方法が異なっている側面もある。公害教育を真

の意味で現在の環境教育の中に位置づけようとするた

めには、理論をマップとしながら、その中に一つ一つ

の実践の内実をも丁寧に描き出す必要がある。 

本稿は、このような実践家の一人である戸石四郎

（1929-2019）に着目し、彼の公害教育論の特質を明ら

かにするものである。戸石は、1950年東京水産大学か

ら卒業した後、千葉県銚子市内の公立中学校や商業高

校での勤務を経て、1959年から定年するまで千葉県立

銚子高等学校（以下、銚子高校）で生物の教師として

働き2、その後著作業に携わっていた人物である。彼は

高校教師を務めている時期、1970年の東京電力火力発

電所建設反対運動（以下、火力発電反対運動）に積極

的に関わった人物である。この反対運動に、三島沼津

コンビナート反対運動に関わっていた西岡昭夫や福島

達夫などが協力したことで、日本で初めて成功した反

対運動での成功経験が継承されている。そして、銚子

の反対運動の成功経験がのちに茨城県北茨城市での東

京電力火力発電所進出計画への反対運動の成功にもつ

ながっていく3。銚子の火力発電反対運動をきっかけに、

公害問題より環境破壊が目立ってきた 80 年代以後で

も、戸石は住居近くの君ヶ浜海岸の自然保護運動に長

年取り組み続けていた。このように、戸石の所論と彼

が行ってきた実践は、日本における環境教育の歴史上

重要な位置を占めていることがわかる。 

戸石四郎に関する先行研究は、和井田清司によるも

のがある4。和井田は、火力発電反対運動を境目に、戸

石の教育論を、科学教育、生徒の自治活動、学校運営

の民主化に取り組んでいた前期と、住民運動と総合学

習を中心に＜公害と教育＞の実践に取り組んでいた後

期に分けている。その上で、戸石の総合学習論の特質

が、課題意識の鮮明さ、問題解決のための知の総合性、

教育実践の総合性にあると指摘している5。しかし、和

井田の研究は、戸石による総合学習の内実と特徴に注

目しているため、公害教育を行う上で重要な概念であ

る公害、地域、自然などの言葉に込められている戸石

の独自の理解について言及していない。そこで本稿で

は、この研究成果を踏まえながら、和井田の研究で深

く検討されていない公害教育論として戸石の所論を整

理する。なお、戸石の公害教育論には、地域住民を対

象とする、住民運動における公害学習をさす社会教育

の側面と、生徒を対象とする、学校での教育実践をさ

す学校教育の側面が両方包含されているが、本稿では、

主に学校での教育実践に限定して議論を展開する6。 
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２．戸石の公害教育における基本概念の検討 

 本章では、戸石の公害教育論を理解する上で重要な

基礎概念である、「科学」や「公害」、「自然」、「地域」

などについてその内実を明らかにする。 

（１）科学観 

戸石にとって、科学は社会やその文脈から引き離し

て個人の次元のみにおいて捉えられるものではない。

まずは何のために科学を学ぶかについて、戸石は、問

題意識は「『好奇心』という主観的、恣意的なレベル」

を超えており、「基本的には社会的生産と労働の中にお

ける、生産力の一定の水準と人間の無限の欲求との矛

盾が意識に反映し、既知と未知の矛盾として自覚され

る中で生じる」と述べる7。そのため、生徒たちの理科

に対する学習意欲や問題意識を高めるためには、「生徒

たちの具体的な生活点――家庭・学校・将来の職場・

地域」において学習を捉え直す必要がある8。そうする

ことで「生きた、切実な、それだけに矛盾にみちた現

代『科学』と、それを何のために、どう身につけなけ

ればならないかへの意識が胎動」しはじめるのである9。 

このような科学と社会との緊密な関係は、問題意識

のみならず、科学的認識を形成する過程においても重

要である。「教育の場で生徒の中に科学的認識を形成す

る過程は、巨視的には全人類の認識活動の一部として、

とくに社会的歴史的過程の伝達継承の働きとして位置

づけられるべき」という10。「教える目標と内容との関

連抜きで、もっぱら『方法』を重視する態度、［中略］

生徒の思考をあらかじめ図式化、類型化された思考過

程に『はめこむ』授業方式、［中略］学習対象を現象面

の関連だけで機能的にとらえるあり方」 に対して、戸

石は一貫して厳しく批判している11。つまり、科学的

認識を育てるには、社会的文脈と離れて実験室での操

作手順の習得だけでは足りず、科学の研究成果をその

生まれた文脈やその具体的な内容に則して捉える科学

的思考方法が重要である。 

また、科学は、立場によってその性質が違ってくる。

この点は三島沼津の反対運動にも共通している。いわ

ゆる、住民・国民の立場に立つ科学が求められている。

三島沼津反対運動で政府側の科学を代表するのは、「黒

川調査団報告」である。その結論を覆す調査が、住民

側によって行われた。特に西岡昭夫が指導した生徒た

ちは、気流調査、海流調査などを行い、反対運動に大

きく貢献した。そして、戸石が関わっていた火力発電

所反対運動では、政府側の立場に立つ科学を代表する

のは筌口博士による「風洞実験」であった。その結論

は、「銚子では煙は海にふきとばされてしまう」から大

気汚染はないということである。しかし、その後反対

運動に参加する市民たちによる調査によれば、一年中

に「風洞実験」の報告したような気象条件を満たす日

は三分の一に過ぎず、住民たちは自分達の手によって

「風洞実験」の結論を覆すような調査成果を出した。

さらに、地域の漁業に従事している青年たちは、テー

プ・レコーダーを用いて当時世界最大の火力発電所で

ある横須賀発電所の近くの海底に潜り、生態調査をす

ることで貝も海藻も大きなダメージを受けたことを発

見し、発電所が約束した「安全性」の裏側を暴いた。 

（２）公害観と自然観 

戸石の公害観には、まず何よりも因果関係を徹底的

に追究する姿勢が見られる。「現代の公害の本質は、基

本的には、『利潤追求を最優先の目標とする現代独占資

本主義の生産関係のもとで、人間と自然の間の正常な

循環関係が破壊される』ところにある」とされている12。

そして、このようなマクロな視点のもと、個々の企業

の責任も明確にされる。例えば、水俣病に関して、「チ

ッソ」という企業は、水銀を回収する装置を付けるの

にかかる 150万円を惜しんだことで、有毒な水銀を排

出し、人命と健康を脅かし、自然破壊にも莫大な被害

を与えた。それが水俣病の真の原因である。富山市イ

タイイタイ病も、四日市公害喘息も、その公害を生み

出した企業の責任は明らかである13。 

さらに、公害や環境破壊を生み出す原因として、大

企業だけではなく、それを許してしまう政府にも責任

があるとする。例えば、銚子市の海岸破壊について「開

発優先の行政」が問題視され、具体的に、①「同じ地

域の海岸でも、湾港水域は運輸省、漁港や保安林前面

は農林省、河口堰は水資源公団、一般の海岸は建設省

というように分断され、計画立案も調査も工事も横の

つながりはほとんどありません」という行政の縄張り

主義の問題、②「何はともあれつくること、それで仕

事、人員、予算が増えることが『実績』出る」という

行政側の体制の問題、③「地域の自然環境を主体的に

保全するという責任も方策もほとんどなく、国や県の

30



 31 

意のままに無計画な開発に奔走するだけ」という自治

体の主体性の欠如の問題も指摘されている14。このよ

うに、戸石は公害を起こした原因と責任を明確に追究

することを志向し、個人に公害の原因を帰結させるこ

とや、社会の発展の必然的な結果として宿命論的に公

害を受け入れるような公害観を断固として反対する。 

 そして、自然に関しては、戸石は、自然の美しい側

面だけに注目するのではなく、「たとえそれが汚れた小

川、濁った大気、セイタカアワダチソウの繁る空地だ

けであっても、それをあえて郷土の自然としてとらえ

るべきであり、そのためには、こんな状態になぜなっ

たのか、という問題意識と社会的視点の裏打ちが必要

となる」と述べる15。戸石はこの視点を、自然を「歴

史的に」考えるという。「歴史そのものは、自然の人間

への生成の、現実的な一部分である」 というように、

彼は自然と人間を統一的・歴史的に捉えている16。 

戸石は定年前後、妻の戸石芳江と森の近くに移住し、

なるべく地球にやさしい生活を営んでいた。自然を「歴

史的に」考えるという視点の表れとして、「『森』とそ

の周辺には、現代という時代と人々のありようが反映

していることを、痛いほど実感させられる」という彼

の記述がある17。具体的には、ごみ捨て問題、タバコ

やキャンプによる森の火事問題、リードなしの犬散歩

や野良猫などのペットの飼育問題、森を守るためだが

実際は森の生態に害を与えた営林署の薬剤散布問題な

どが自然の中に痛々しく反映されている。また、戸石

は自身の著作の中で、住んでいる地域に生息している

植物を一種一種丁寧に記録し紹介しているが、現在の、

個体としての紹介にとどまらず、銚子という地域の中

での様子や、昔と比べて変わった生態、そしてその原

因などについて多く記述している18。つまり、「地域の

自然をこのような視点［地域の自然に人間のさまざま

な営みが深刻に刻まれているという視点］で総合的歴

史的にとらえることによってのみ、子どもや住民は地

域（の自然）における主体的な位置を知り、地域の真

の主人公としてそれをどう評価し管理すべきかという

展望を持つことができる」としている19。このような

公害観や自然観をふまえると、戸石が公害反対運動に

おいても自然保護運動においても、住民主体で社会的、

歴史的に公害問題や環境破壊の原因を明確にし、それ

を解決しようとする志向性を一貫させているのである。 

（３）地域観 

上述したように、科学、公害と自然のいずれも社会

的に捉えられるべきものとされている。ここでいう社

会の具体的、典型的な形は、地域である。言い換える

と、戸石にとっての地域はまず、素材であり対象であ

る。戸石によると、「『地域』という素材の中で、科学

の一般性と典型が生きいきと教えられるような教材の

構造を明らかにすること」が重要である20。この指摘

と共通して、「学習主体としての生徒の生活と感性的認

識の基盤である『地域』視点を欠いた教材が、切実さ

と迫力に欠けるのは当然」であるということも主張さ

れている21。 

次に、地域は住民の生活の拠点であり、自治の場で

ある。その自治には、住民たちの立場に立つ市政が求

められる。例えば、1978年 S市長の八選失敗をきっか

けに銚子の市政は大きく変わり、その後地域のくらし

といのちを守る点で火力発電所とは逆の、「中央みどり

公園」、「君ヶ浜しおさい公園」、「市立総合病院」、「公

正図書館」などの市民が要望した地域開発が次々と現

実となった22。ただし、「地域は一面において、体制を

支える保守支配の網の目につつまれている」ため23、

自治の場としての地域では立場の違いによる分裂があ

り、それを克服するためには常に戦いを伴う。そのた

め必要なのは、武器としての科学である。 

最後に、上述した住民自治の場としての地域から敷

衍して、地域は住民自治の一側面である教育の基盤に

もなる。戸石が言うように、「教育は、本来、地域的な

いとなみであり、地域住民の自治にゆだねられるべき

もの」であり、「地域とは、教育における住民自治とい

うことを含めての『自治的基盤』」24である。「『子供の

ため』というタテマエが果たしてホンネであるかどう

かは『地域』の中で検証され、［中略］また、教育労働

者としての、組織的、理論的力量が『地域』のこの闘

いの中できびしく問われた。［中略］私たちの学力観、

科学観、人間観が、『地域』の現実の前にきびしい反省

を迫られた」という25。 

このように、戸石の所論では、教育を含めて地域の

自治を発展させるために、教師に大きな期待が寄せら

れている。戸石は一人の教師として、教師に対して期

待しているのは、「地域を単位にしたいくつかの職場集

団のヨコの連帯を意識的に追求すること」、「地域にお
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ける小・中・高の教師集団のタテの連帯を追求するこ

と」、「地域において、教師を中心とし父母・市民・生

徒たちを含んだ、さまざまな研究・活動集団の創造を

追求すること」、「地域の民主的・革新的な諸組織、団

体との連帯を追求すること」26などである。 

ただ、「住民運動は地域エゴイズムに傾きやすいと

いう欠陥」をも持つため27、専門家チームの連携が必

要となる。銚子は、茨城県鹿島工業地帯に隣接してお

り、火力発電反対運動が収束した後でも、鹿島からの

廃棄物処理問題が銚子市民による公害反対運動の議題

の一つになったこともある。しかしその後「鹿島のケ

ムリは、利根川の上で止って［ママ］はくれない」と

いうことで、鹿島と銚子の市民たちが手を繋ぎ、さら

に日本科学者会議の調査により鹿島の公害の深刻さや

責任の所在がわかり、鹿島が他の開発予定地域からの

住民たちの学び場になっている28。 

 

３．戸石による公害教育論の全体像 

第 2章で整理したように、戸石は、科学観、公害・

自然観、地域観は互いに関係するものとして捉えてい

た。では、戸石の公害教育論は具体的にどのようなも

ので、これらの概念はどう織り込まれているのか。 

（１）公害教育論の構想 

まずは、公害教育と環境教育、自然保護教育との関

係について、戸石がどのように捉えているのか見てみ

よう。環境教育については、環境教育において公害で

はなく環境問題という言葉を使うことで「公害の本質

である社会的側面を無視または軽視し、生態学的側面

を一面的に強調する」ため、「公害問題の自然的・生態

学的側面としての環境論は成立しても、公害問題とは

別個な、あるいは漠然たる広がりを含意する環境問題

というものは存在せず、教育の場においても、公害学

習と区別され、またはより幅広い領域を意味するよう

な環境教育の位置づけは正しくない」とする29。そし

て、自然保護教育については、「官製的・教科書的自然

保護教育は、必ずしも日本の自然破壊の本質や自然保

護の住民運動を正しく反映せず、公害問題と深くかか

わり、その一環である自然破壊の原因をあいまいにし、

それを住民・国民や生徒の自然保護思想やモラルの問

題に限定することで、心がけ的情操・道徳教育に終わ

っている」という30。ただ、戸石は「官製」的な環境

教育と自然保護教育を警戒しているが、「私たちのめざ

す環境教育の原則は、このような現実のなかで、子ど

もたちを地域と環境の主人公に育てあげるための『人

格権・環境権』教育」であると述べる31。この原則が

貫かれている限り、環境教育や自然保護教育も公害教

育との連続性の上に捉えられると考えている。 

この原則は具体的に何を意味するのか。戸石による

と、公害教育の目標となるべきものは、「公害問題の根

本的解決のために、科学の基本と鋭い人権意識、それ

を実現しうる主権者としての自治能力を総合した、全

面的に発達した国民の形成を目標とするものである」

33。つまり、①科学の基本、②人権意識、③自治能力

などがその核となる。表１で示したのは、この三つの

核をより具体的に解釈した公害学習の目指す人間像で

ある。その項目を見ると、生徒や住民、教師に関わら

ず適用できるものであることがわかる。そのため、学

校で公害教育を行う際にも、これらの目標が目指され

ることになる。このような目標をもつ公害教育は、教

師集団が地域の住民運動とかかわりながら、学校内外

の生徒の自主的・自治的活動を含めた全教育活動の中

で構想されなければならないとされている34。 

このような目標設定は、同じく公害教育や環境教育

の実践者としてよく知られている西岡昭夫と田中裕一

のそれとどう異なるのか。西岡昭夫の所論において、

その目標として重要視されているのは「現時点位おけ

る社会的機能の中から、将来発生が予測されるような

もろもろの危険事象を抽き出して、これを改廃してい

くような洞察力と勇気を涵養すること」である35。そ

して、田中裕一が立てた目標は、社会認識、科学認識

の深まりと人権尊重の思想の確立であった36。このよ

うに比べると、戸石の目標には自治能力が明確に位置

表 1. 公害学習のめざす人間像32 
（1） 真理――公害の実態、及びそれとかかわる社会・自然

のしくみ、その正しい解決のみちを知り、自ら追求で

きる人間 
（2） 正義――公害という現代最悪の不正義と、人権・環境

を侵すものに対して怒り、立ち上がる正義感・勇気を

もった人間 
（3） 個人の価値――健康で文化的な生活のあり方を身につ

け、それをより豊かにできる人間 
（4） 勤労と責任――生産労働・技術の基本と、働くことの

喜びと権利、及びその社会的責任を身につけた人間 
（5） 自主的精神――職場・地域・日本の主人公としての権

利意識と自治的な力をそなえた人間 
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づけられていることがその独自性であることがわかる。 

では、戸石の公害教育論のなかで、学校や学校教育

との関係はどのように捉えられているのか。「学校は地

域に開かれた住民のための科学センターとしてもいっ

そう民主化されるべきであると同時に、学校教育はそ

れ自体の論理をもって、この課題と要求を実現する教

育の内容と方法・制度を構築しなければならない」と

されている37。これは、教科指導において「『公害を教

える』ことを単に機会主義的に、問題解決的に捉える

のではなく『公害で何を教えるか』という視点と結合

して考えたい」38という主張にもつながっている。つ

まり、公害問題についてただ子どもに知らせるのでは

なく、学校教育の本質と目標、各教科の本質と目標を

しっかり押さえた上で公害教育のカリキュラムを構想

すべきとされている。 

 

（２）地域にねざす総合学習の構想 

では、このような公害教育を実現する具体的な教育

方法はどのように考えられているのか。戸石は、全面

的に発達した総合的な能力という目標を目指して、「地

域にねざし」、「実践的であり」、「総合的である」とい

う教育課程の自主編成の三つのポイントを挙げている

39。ここでは、これら三つのポイントを凝縮し、戸石

の公害教育論を実現する方法論的キーワードとして、

「地域にねざす総合学習」とする。戸石は、「地域にね

ざす総合学習」という言葉を使っていないが、「総合学

習」を「公害学習は単にあれこれの教科内で扱うこと

で事足りるものではなく、教育全体にわたる領域と過

程にかかわる総合学習でなければならない」というよ

うに規定している40。では、この三つのポイントは何

を意味しているのか見てみよう。 

戸石によると、「地域にねざすことは、その自然や

社会、住民のくらしと深くかかわることであり、子ど

もの生活現実の総体を捉えなおすことである」41。地

域の自然、社会、人々の暮らし、そしてこれらの相互

関係が全て子どもの生活現実として総体的に捉えられ、

公害教育にとって重要な要素である。 

そして、戸石の言う「実践的であり」ということは、

教師の視角から言えば「住民運動と結合する」視点で

ある42。自治的基盤としての地域観がここで反映され

ることになる。一方、子どもにとっての「実践的」と

は、「実践活動」として捉えられる。「生徒たちが、彼

等の社会観と自然観の、ぬきさしならぬ現実との対決

によって、はじめて科学的世界観に統一され、彼等の

全人格的実践の指針として生きることにある。この意

味で、生徒の
．．．

自治
．．
活動
．．
を
．
中心とする
．．．．．

実践的
．．．

過程
．．
は［傍

点は筆者による］、［中略］欠くことのできない教育過

程なのである」とされている43。具体的には、「こども

の発達段階や地域・住民の生活現実にねざした内容で、

たとえば『技術』では生産労働の基本を、『家庭』では

精選された諸実践や調査・研究活動を、『学校』では学

級新聞や文集づくり、劇づくり、内外の環境の調査や

改善活動などを、『地域・環境（公害）』では地域の公

害や自然破壊、福祉、交通、地域の産業などの実態研

究や改善活動を、等々［後略］」と提案されている44。 

最後に、「総合的である」ということには、二つの

意味がある。一つは、地域公害問題という対象の総合

性である。戸石は、「公害問題は、地域的であると同時

に地球的であり、日常的であるとともに、社会体制と

人類の未来につながる問題であり、物質の運動に関す

る自然現象である一面、その正常な循環を防げる廃棄

物を、必然的にはき出す体制ともかかわる社会現象で

ある」とする45。もう一つの意味は、この問題の総合

性に対応し、それに取り組む方法もまた総合的である

必要があるという点である。つまり、「一教科で完結す

るものではなく、理・社での基本、保健・家庭・特設

等での応用的取りくみ、さらにクラブ等の教科外、地

域にふみこんでの社会教育的活動等も構造化した総体

を構想すべき」とされている46。 

 以上の整理から、戸石による「地域にねざす総合学

習」の構想は、一つの教科や領域にとどまらないこと、

教師や生徒が両方主体として想定されているが、その

役割がはっきり区別されていること、展開される場と

して地域と学校が両方想定されていることなどの特徴

が見られる。田中裕一も、1980年代以降、一つの教科

にとどまらず学校外での調査や体験などの学習活動を

構想し総合学習の実践を展開した。この点では戸石の

総合学習の主張と共通している。しかし、田中はその

上で、平和や伝統工芸など、より一般的で広いテーマ

を取り入れるという方策を採用した47。テーマの一般

化は、教科の垣根をこえた学習を容易にしたが、一方

で、地域の具体的な課題からは離れることも意味する。
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この遊離が、解決せねばならないという緊迫感の後景

化をもたらしたのである。これに対して、戸石の総合

学習論は、「実践的であり」というポイントを強調し続

けた。この視点は、教師と子どもの両方にとっての切

実性の有無を、常に照らし出してくれる一助となる。 

 

４．公害教育実践からみる 

第 3章で整理したように、戸石の理想とする公害教

育実践は、他教科との連携、学校内外でのクラブ活動、

生徒会活動や地域活動などを含めた全教育活動である

48。さらに、このような実践は、国がパッケージや典

型として学校現場に提供するものではなく、教師の住

民運動への参加と学校の教育課程の自主編成を求める

ものである。本章では、戸石の公害教育実践はどのよ

うなものなのか、彼の実践にこれらの特徴をどのよう

に見出すことができるのかを分析する。 

（１）各教科においてーー自主編成 

各教科での自主編成の実践例として、1970 年代には

戸石は彼自身による二つの取り組みを報告している。

一つは、1972年に報告された生物と地理の二教科を統

合する自主編成の実践である。その具体として、「生物

Ⅰ3時間、地学Ⅰ3時間を原則として 1年同一クラス同

一教師が担当する。内容は二教科を統合した。いわば

『地球と生命の科学』とし、もちろん自主編成をする。

ねらいは、宇宙と物質、太陽系と地球、生命と人間を、

その歴史性、対立と統一のなかで理解させ、科学的自

然観、およびこれからの科学と人類、人と自然との関

係・あり方を身につけさせることにおく」と説明され

ている49。まずは地学において約 70時間授業が進めら

れ、後半は生物において行われる。この実践は、「進化」

概念を軸にしており、宇宙と太陽系の誕生と進化、地

球と生命の誕生と進化という自然史の流れを踏まえた

上で、人間と自然の関係という視点から人類の進化を

捉えるような流れとなっている。 

もう一つの実践は、和井田論文にも詳しく紹介され

ており、1973 年で報告された生物Ⅰでの実践である。

この取り組みは、1 年間で履修される生物Ⅰのプラン

を全面的に再編成するものである。そこで公害問題は

教材として位置づけられるとともに、その狙いとして

は生物Ⅰの系統性が押さえられている。この年間計画

の構成としては、①生物を学ぶにあたって（10時間）、

②生物の生活（30時間）、③種とその維持（25時間）、

④生物の社会（25時間）、⑤生物の進化と人類（15時

間）となっている50。当時の学習指導要領（1970 年、

高等学校編、生物Ⅰ）の内容と比較しても、学習指導

要領に記述されていた「物質交代とエネルギー交代」、

「恒常性と調節」、「生命の連続性」といった基本概念

とその下位概念の習得はそれぞれ単元の主なねらいと

なっているのがわかる。ただ、それぞれの単元におい

て、①では銚子火力問題のスライド、富山イタイイタ

イ病や四日市大気汚染公害問題、②では大気汚染、③

では原発による放射性物質や農薬などの人為的物質、

④では重金属、農薬、原生林、ダム、⑤では地域の具

体的問題などが独特の教材として使われている51。 

特に特徴的なのは、年間指導計画の一番初めに、「何

のために理科（生物）を学ぶのか、どうしたらよくわ

かる勉強になるのか」 という問いがこの自主編成の科

目の授業の冒頭で子どもに投げられる点である52。そ

して一連の授業を経て、その最後に、「総合的学習の意

味で、地域の具体的問題を課題的に与え、今まで学ん

だことを総動員してその総合的定着をはかる」学習課

題が与えられる53。この構図は、1980 年で報告された

理科Ⅱの自主編成の実践とも概ね一致している。理科

Ⅱでは、年間約 60時間の授業時間数内で、①生命の起

源、②生物の生活、③生物とヒトの進化、④自然と人

間という構成になっている。同じく、冒頭で地域の課

題を提示し、「何のために学ぶか」というレポートを生

徒たちに取り組ませる。そして①〜④のそれぞれのま

とめの時期に、課題研究が計画されている。 

戸石は生物の教員であるため、彼の実践は理科を中

心に行われていたが、「他の理科分野、社会科分野でも、

今までのべた視点での『郷土』の教材化の研究を、職

場、支部［教職員組合の支部］での教研や住民運動を

通じでの教師集団の活動を強化するなかで深めていき

たい」とも述べている54。つまり、彼が構想している

教科領域での自主編成は、いずれの教科にも適用でき

る編成原理であり、理科に囚われない複数の教科の連

携も理想とされる。その中に、それぞれの教科・科目

の本質をしっかり掴んだ上で、地域に起こっている、

起きうる公害という地域の現実を教材に編成していく。 

福島達夫によると、公害授業の実践には、次のよう

ないくつかのパターンがある。それらは、①教科学習
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の自主的な再編成の中で位置づけられて行われるもの、

②公害を特別に取り上げる時間を設けて学習するもの、

③一つの教科の基軸に公害を貫くいわゆる公害授業に

よって教科学習を進めるもの、④既存の教科のそれぞ

れの領域をこえて公害を総合的に学習するものである

55。福島は具体的に①と③を区別する例を挙げていな

いが、おおよそ教科学習において、比較的短期間で終

わる「点」的な取り組みが①で、長期間で進める「線」

的取り組みが③であろう。この整理から見ると、戸石

の教科での取り組みは、③を中心的な特徴としつつ、

①と④の側面を有しているものである。 

（２）教科外活動や地域活動においてーー自治活動 

和井田の論文は、総合学習の構想へと繋がっていく

戸石の公害教育実践として、前項で取り上げた教科領

域での実践の他に、課外活動での実践をも紹介してい

る。具体的には、クラブ活動として、地域の風向風速

調査、雨水の pH 調査、メダカの分布調査などのよう

な地域の自然を調査する学習が行われていた56。また、

戸石の論文には、地域調査を主に行う生物クラブ活動

の他に、用務員からの申し入れで「校内ゴミ問題」に

対応する生徒会の取り組みや生徒が文化祭で公害問題

を取り上げたことも紹介されている57。このように、

学校も地域も生徒たちの生活の場として捉えられ、そ

れら生活の場で環境に関する問題の調査を行うことに

よって、生徒たちの自治能力や意識が高められている。 

さらに、公害を直接対象としていない教科外活動も、

このような自治能力や権利意識の育成につながってい

く。戸石の著書『女子高校生の四季』（1972年）では、

生徒会活動を通して生徒たちの成長の過程が描かれて

いる。本文の中に、生徒たちの生徒会活動と火力発電

運動や公害教育の関係が書かれていなかったが、エピ

ローグの中に、戸石はこのように記述している。火力

発電反対運動の中で、「学習に、宣伝に、デモに、調査

に、大きな役割を果たした青年たちのその中には、も

ちろん一市民としての高校生たちも含まれる。彼等は

さらに、放課後自主講座を開いて公害問題を学び、文

化祭にむけて、公害研究に取り組んだ」58。このよう

な地域の問題に積極的に参加する高校生の出現は、偶

然ではなかっただろう。生徒たちは、一連の生徒会活

動を行う中で民主的人格や自治能力が育ったのである。 

例えば、生徒たちが、生徒会副会長の選出方法につ

いて任命制から選挙制へと要求し、この要求を達成す

るため全校三分の二以上の署名を集めたことで生徒会

臨時総会を開き、最後の成功につなげた。この件に続

き、生徒心得の改正、生徒会研修会の自主運営など、

生徒から次々と要求を出し、そして生徒会活動を通し

ていずれも学校の既存の制度を変更させるのに成功し

たのである。この生徒たちの学校での運動は、まさに

住民たちによる地域での運動の構図と本質的に共通し

ている。生徒会副会長の選出方法改正問題に大きな役

割を果たした署名は、火力発電反対運動において住民

たちの力で進められ、最後の成功に結びついた。そし

て生徒たちの校長に対する陳情と住民たちの県知事陳

情、平和をテーマとする映画の上映運動のために座談

会の開催や宣伝用印刷物の配布と火力発電反対運動に

おいて住民たちによる学習会の開催やビラなどによる

宣伝活動は互いに重なるものとして見えるのである。 

なお、西岡昭夫の教育実践は物理クラブという特別

活動の領域で展開されており、地域の切実な課題をク

ラブ活動で生徒に調査させるという点において、戸石

が行ってきたクラブ活動の実践とも共通している59。

しかし、西岡の実践ではクラブ活動での取り組みが主

に描かれており、全ての生徒を対象とする生徒会活動

や学校行事などでの取り組みが描写されていなかった

点において戸石の実践と異なる。 

 

５．おわりに 

本稿では、戸石の公害教育論の内実と特徴を分析す

るために、⑴科学、公害、自然、地域という基本概念

の整理、⑵戸石の公害教育論の全体像と教育方法の構

想の整理、⑶戸石の公害教育実践の分析を行った。戸

石の公害教育論では、彼自身が提案した通り、「教師は

地域という素材によって、現象を貫く法則性、典型が

いきいきと教えられるような教科と教材の構造をあき

らかにすること、さらに教科指導や生徒の自主活動を

『全面発達した能力』の形成という視点のなかに改め

て据え直してみること」などの特徴を持つカリキュラ

ムが構想されている60。彼の公害教育論は公害をはじ

め、地域が抱えている課題を生み出す問題構造、言い

換えれば因果関係の究明と問題解決を中核に据えてお

り、そのため科学的認識や人権意識の上で自治能力が

目標として設定されている点において独特である。ま
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た、教科での取り組みと教科外での取り組み両方が含

まれるが、それをつなぐものとして、テーマ的な関連

性の上に、切実性を持つ地域や生活の課題とそれを解

決するための行動が必要不可欠とされる点においても

独自性を持っている。 

戸石は運動に率先して参加し、大きく貢献した教師

である。ただし、文献を読む限り、戸石の実践や勢い

を増してきた地域の反対運動などから影響を受けて自

らの判断で運動に参加していた生徒はいるものの、戸

石が意図的に生徒たちを直接に運動に関わらせること

はなかった。生徒の自治能力を高める意図的な働きか

けは、やはり学校という生徒たちの生活の場で行われ

ている。公害教育は運動を背景とするため、偏向教育

と思われがちだが、このような特質を持つ戸石の実践

は公害教育の批判性を保ちつつ学校教育に環境教育の

実践を展開する上で有益だろう。 
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